
～余市町民の皆様へ～ 

未就学児の預かり施設利用料を助成します！！ 

  

 令和元年１０月より、未就学児の預かり施設利用については、国の制度（子育てのため

の施設等利用給付）で一部無償化となっていましたが、余市町では、令和６年７月利用

分から町独自の助成制度を開始しました！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

℡



●対象児童 

年齢※ 利用者負担 非課税世帯 課税世帯 

３歳未満児 

施設利用料 
無償化 

（国制度） 
町独自助成 

副食費 町独自助成 

３歳以上児 

施設利用料 
無償化 

（国制度） 

副食費 
無償化 

（国制度） 

施設実費徴収 

（一部軽減制度あり） 

※利用年度の４月１日時点の年齢で区分します。 
 

●対象施設等・助成上限額 

施設区分 施設種別 【参考】町内施設 

助成上限額（月額） 

３歳未満児 ３歳以上児 

課税世帯 非課税世帯 課税世帯 非課税世帯 

認可外 

保育施設等 

認可外保育施設 

※企業主導型を除く 

・保育ルームゆきんこ 

・余市協会病院内保育所 
施設等利用料 

42,000 円 

 

施設等利用料 

※国制度対象 

 

施設等利用料 

※国制度対象 

 

施設等利用料 

※国制度対象 

 一時預かり事業所 
・ほうりゅうじ保育園 

・余市町立中央保育所 

病児保育事業所 ・なし 副 食 費 
※利用料に含まれ 

ない場合のみ 

4,800 円 

 

副 食 費 
※利用料に含まれ 

ない場合のみ 

4,800 円 

 

副 食 費 
※利用料に含まれ 

ない場合のみ 

※所得要件または多

子要件に該当する

場合のみ 

4,800 円 

副 食 費 
※利用料に含まれ 

ない場合のみ 

4,800 円 

 

ファミリー・サポート・

センター事業所 
・なし 

預かり 

保育事業所 

※教育時間後の

預かり保育 

認定こども園 
・杉の子幼稚園 

・リタ幼稚園 

施設等利用料 

16,300 円 

（450円/日） 

施設等利用料 

※国制度対象 

 

施設等利用料 

※国制度対象 

 

施設等利用料 

※国制度対象 

 

幼稚園 ・夢の森幼稚園 
副 食 費 
※利用料に含まれ 

ない場合のみ 

4,800 円 

 

副 食 費 

 ※国制度対象 

 

 

副 食 費 

 ※実費徴収 
※所得要件また

は 多 子 要 件 の
軽減措置あり 

 

副 食 費 

 ※国制度対象 

 

 
特別支援学校（幼稚部） ・なし 

※認定子ども園、幼稚園、特別支援学校（幼稚部）に在籍する児童については、当該在籍施設での預かり保

育を利用することが原則となるため、その他認可外施設等を利用した場合にかかる利用料は、基本的に助

成対象となりません。 
 

●助成金の受取方法 

  

 

 

 

 

 

 
 

は い 

 

いいえ 

保護者のいずれも 

保育の必要性に 

該当しますか？ 

利用児童は 

3 歳未満※児ですか？ 

課税世帯ですか？ 
 

※4～8 月分は前年度、 
 9～翌年 3 月分は当該年度 

の住民税による 

本制度対象外です。 

非課税世帯の利用料は本制

度対象外(国制度対象)です 
 

利用料の他に副食費がかか

っていますか？ 

3 歳以上児の利用料は本制

度対象外(国制度対象)です 
 

利用料の他に副食費がかか

っていますか？ 

  

本制度対象(副食費

のみ含む)です。 
 

施設から代理申請・

代理受領の同意（書

面）を得ましたか？ 

代理申請・受領 

利用施設から同意を

受けた「同意書」の

提出が必要です。 

助成対象額を町から

施設に直接支払いま

す。 

償還払い 

利用施設へ利用料を

お支払い後、施設が

交付する証明書類を

添付し、「申請書」

の提出が必要です。 

町から保護者へ助成

金を支給します。 

保育の必要性 
①就労 
②妊娠・出産 
③疾病・障害 
④同居親族介護等 
⑤災害復旧 
⑥求職活動 
⑦就学 
⑧虐待・ＤＶ 
⑨育児休業(継続) 
⑩その他 
※町の認定基準

があります。 


